
３．フレックストラベラー制度に関する情報

「フレックストラベラー制度」について
○制度の趣旨

○制度の概要
（１）オーバーセールスの発生が判明した時点で、自主的に予約便への搭乗を取りやめる旅客を航空会社が幅広く募集する。

フレックストラベラー制度の状況

Ｈ２７．１～３ 572 404 168 6,329,251 0.90 0.27
Ｈ２６．１～３ 1,195 995 200 6,141,376 1.95 0.33
Ｈ２７．１～３ 2,080 1,703 377 9,374,696 2.22 0.40

Ｈ２６．１～３ 2,765 2,324 441 9,291,986 2.98 0.47
Ｈ２７．１～３ 135 85 50 670,416 2.01 0.75
Ｈ２６．１～３ 93 66 27 671,100 1.39 0.40
Ｈ２７．１～３ 39 39 0 454,842 0.86 0.00

Ｈ２６．１～３ 27 27 0 448,258 0.60 0.00
Ｈ２７．１～３ 17 10 7 112,108 1.52 0.62
Ｈ２６．１～３ 2 2 0 106,818 0.19 0.00
Ｈ２７．１～３ 40 29 11 394,351 1.01 0.28
Ｈ２６．１～３ 96 77 19 424,275 2.26 0.45

Ｈ２７．１～３ 81 73 8 398,904 2.03 0.20
Ｈ２６．１～３ 71 71 0 368,715 1.93 0.00
Ｈ２７．１～３ 335 335 0 592,958 5.65 0.00
Ｈ２６．１～３ 158 158 0 542,445 2.91 0.00
Ｈ２７．１～３

Ｈ２６．１～３

Ｈ２７．１～３ 3,299 2,678 621 18,327,526 1.80 0.34
Ｈ２６．１～３ 4,407 3,720 687 17,994,973 2.45 0.38

(注)１． 不足座席数＝搭乗手続きに来た予約客の数－提供座席数

２． 自主協力旅客数とは、航空会社の募集に応じて、当初予定していた便への搭乗をとりやめた旅客の人数をいう。
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スターフライヤー

　オーバーセールス（搭乗手続に来た予約客の数が提供座席数を上回る結果、座席を提供できない予約客が発生すること）発生時における旅客の取扱いに関する統一的な
手続を定めることによって、オーバーセールスに対する公平かつ円滑な解決を実現し、利用者利便の向上を図るものである。

（２） 募集に応じて搭乗を実際に取りやめる旅客に対して、一定の協力金等を航空会社が支払う。

『日本航空』は、日本航空、ジェイエアの合計、また、『全日本空輸』は、全日本空輸、ANAウイングスの合計。
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スカイネットアジア航空

日本航空(注3)

琉球エアーコミューター

日本エアコミューター

全日本空輸(注3)


